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第3章 　 知財活動を実践したいのですが？ 
 

2 2 2 特許権の基礎知識 を 学ぼ う ！  
 

特 許 出 願 か ら の 流 れ を 再 掲 す る と 以 下 の と お り で す 。 ポ イ ン ト は 、 Ｑ 3 他 に も 記 載 し て い ま す が 、 出 

願 経 験 の 少 な い 中 小 企 業 の 方 か ら 質 問 の 多 い 事 項 を こ こ で は 記 載 し ま す 。 な お 、 特 許 制 度 を 勉 強 さ れ る 

場 合 に は 、 「 平 成 1 9 年 度 知 的 財 産 制 度 説 明 会 （ 初 心 者 向 け テ キ ス ト ） 」 等 も ご 活 用 下 さ い 。  
 h t t p : / / w w w . j p o . g o . j p / t o r i k u m i / i b e n t o / t e x t / h 1 9 _ s y o s i n s y a . h t m 

＊知的財産権制度入門（19年度）特許庁 
 

公開公報の発行 
 （1年6月）  

 

特許出願か ら 特許取得 ま で の流れ 
 

○外国出願 
 ○国内優先権主張の出願 
 

1年以内 に 検討 
 

不備が あ れば  
 却下処分 

 （補正可 ）  
 

拒絶理由 
 あ り  

 

拒絶理由 
 な し  

 

特許公報 
 の発行 
 

補償金請求権 
 の発生 
 （早期公開制度 

 も あ り ）  
 出願公開 

 

応答な し  
 

拒絶 
 審決 
 

特許審決 ・ 判決 
 

無効審決 
 維持審決 
 

拒絶 
 判決 
 

無効判決 
 維持判決 
 解消 

 せず 
 

解消 
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服 
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意 
見 
書   

補 
正 
書   

拒 
絶 
理 
由 
通 
知   

3年以内 
 （本人、 第三者）  

 （13年9月 ま での 
 出願は 7年以内 ）  
 

実 
体 
審 
査   

出 
願 
審 
査   

の 
請 
求   

方式 
 審査 
 

○ 出願か ら 最長20年 （一部25年 ）  
 ○年金の支払いが なけ れば  
 　権利消滅 

 

特許権の発生 ・ 維持 
 

参考参考  
 

参考 
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特許権になる ま での期間や 費用 は ど の く ら いか か り ま すか ？  
 期間 を短 く した り 安 く した り す る方法はあ り ま せんか ？  
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特許出願か ら 権利化 ま での期間を知 ろ う ！  
 

特許出願か ら 権利化 ま での 
 費用は ど う な っ てい るかを知 ろ う ！  

 

「出願費用」 「審査順番待ち期間」 「早期審査」 「審査請求料等の軽減措置」  
  

 ○ 　 特 許 の 審 査 請 求 （ 審 査 の 着 手 を 依 頼 す る こ と ） か ら の 審 査 順 番 待 ち 期 間 は 、 約 ２ ６ 月 （ ２ ０ ０ ６ 年 ） 
となっています。早く特許の審査に着手して欲しい場合には、 「早期審査制度」があります 。  

 ○ 　 特 許 の 出 願 時 に 特 許 庁 に 支 払 う 費 用 は １ 万 ６ 千 円 、 審 査 請 求 料 は 約 ２ ０ 万 円 で す 。 そ の 他 、 
外部弁理士を経由した場合には、その費用がかかります。  

 

●　 ３ 月 く ら い で 審査 結果が わ か っ た の で 非常 に 早 く 助 か 

っ た 。案件 に 応 じ て 今後 も 活用 す る 予定 で す。  
 ●　 こ れ は よ い 制度 だ 。取 引 先 に 我 々  が 試作品 を 提供す 

る と 先 に 出願 さ れ て し ま う こ と も あ る 。 こ の た め 、早 期 に 

特許 を 取得 し て か ら 相手 に 提供 す る 場合 に 有効 だ っ た 。  
 ● 　 自 社 技 術 確 立 の証 と し て 特 許 の権 利 化 を す る こ と は 

経 営 上 非 常 に重 要で あ っ た。 こ の た め、 早 期 審 査 を 

活 用 す る こ と に よ り 、 出 願 し て 半 年 で 権 利 化 さ れ た こ と は 、 

営業上非常 に よ か っ た 。  
 

早期審査利用者の声早期審査利用者の声  
 

早期審査利用者の声 
 

1 
2 

特 許 は出 願 しただ け で 、 審 査される も の で はあ り ま 

せ ん 。 出 願か ら ３ 年 以 内に、 特 許 庁に、 審 査 請 求を 行 う 

こ と が必 要ですが、 審 査 順 番 待ち 期 間は約 ２ ６ 月 と な っ 

ていま す。 拒 絶 理 由 通 知 （ Ｑ 3 4 参 照 ） が 届 く 場 合もあ 

り ま す し、 出 願 人 が 登 録 料を 支 払 っ て 初 めて 権 利 と な 

る ため 、 実際の権利化 ま で に は 更 に 時間 が 必要 で す 。  
  

 ＜早 く 権利化 し た い場合 に は ？ ＞ 
 早期審査制度 を活用す る こ と が 有効 で す 。  

 特 許 権 の 早 期 審 査 制 度 は 、 中 小 企 業 や 個 人 の 方 の 

出 願は全て対 象 と な り ま す。 審 査 請 求 と 同 時 又は審査 

請 求 後 に 「 早 期 審 査 に 関す る 事 情 説 明 書 」 を 提 出いた 

だ く と 、 審査順番待 ち期間 が 早期審査の 申 し 出 か ら 約 ３ 

月 と な っ て い ま す 。  
 通常 の 審査 請求 料以 外 に は 、 別途 特許 庁支 払 う 手数 

料は あ り ま せん。  
 早期審査制度 を も っ と 知 り たい→ 

 http://www.jpo.go.jp/sesaku/pdf/menu/18-shinsa0.pdf 

特 許 庁 に 支 払 う 費 用 と 特 許 庁 に 支 払 う 費 用 が あ り ま す 。  
  

 ＜特許庁 に 支払 う 費用は ？ ＞ H. １ ９ . １ ２ 現在  
 ○　出願時の費用は １ 万 ６ 千円 

 ○　 審査 請求 料 （ 審査 の 着手を依頼す る 費用 ） は 約 ２ ０ 
万円 （ 168,400円 ＋ 4,000円 × 請求項数 ） で す 。  

 詳細は :特許庁HP 
 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm 

  
 ＜弁理士 に 支払 う 費用は ？ ＞ 

 ○　 出願 内容 （ 請求 項 の 数等 ） に よ り 差異があ り ま す。 
特 許 庁 が 出 願 を し て い る 中 小 企 業 に 調 査 し た と こ ろ 、 
「 約 3 0 万 円 と の 金 額 」 に ついては約46 ％ の 方がほ 
ぼ 同 じ と の回 答 （18年11月 調査 、 回答 総数 30 9社 ） 
が あ り ま し た。 一つの目 安 に は な る で し ょ う 。  

 ○　日 本弁 理士 会 の Ｈ Ｐ では 、 「 料金 」 に 関す る 弁理 士 
へ のア ンケー ト調 査 結 果も掲 載さ れていま す の で、 
こ れ も 参考 に し てみ る と よ い で し ょ う 。  

 日 本弁理士会の費用調査結果は → 
 http://www.jpaa.or.jp/commision/charge.html 

  
 ＜特許料 を安 く し た い場合 に は ？ ＞ 

 研究 開発を積 極的に 行 っ てい る 中小 企業 （ 売上 高 に 
占め る 研究開 発費が ３ ％超 の場 合 ） 等 に 対 し て は 、 審査 
請 求 料 や 特 許 料 に つ い て 減 免 を 受 け る 制 度 が あ り ま す 。  

 ○ 　い く ら 安 く なる の ？ 　 通 常 約 ２ ０ 万 円か か る 審 査 請 
求料 が 半額 に な り ま す 。  

 ○　 で も 手続 き が 面倒なので は ？   利用者 の感想は ？  
 ・地方経 済産業局 の特許 室 と や り と り し て １ ０ 数件手 

　続中。  
 ・ 減 免 の 手 続につ い て 最 初 は煩 雑 だ っ た が 、 ２ 度 目 

　以降の申請は 簡単 だ っ た。  
 減免制度 を も っ と し り たい→ 

 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm 
 
○　 こ の他に も 、 日 本弁 理士 会 の特 許出 願等 援助 制度 
や 一 部 市 区 町 村 等 地 方 公 共 団 体に 助 成 制 度 もあ り 
ま すの で 、 調べ てみ ま し ょ う 。  
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第3章 　 知財活動を実践したいのですが？ 
 

審査の主な 判断基準 を知 っ てお こ う ！  
 

実際に出願す る際の 留意点 を知 ろ う ！  
 

出願書類 を作成す る際 のポイ ン ト は何で し ょ う か ？  
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「審査の判断基準」 「特許請求の範囲」 「明細書」  
  

 ○ 　 新 し い 発 明 で あ る こ と 、 容 易 に 考 え 出 せ な い 発 明 で あ る と 判 断 で き る よ う な 書 類 を 作 成 す 
ることが重要です。  

 ○ 　 外 部 弁 理 士 を 利 用 す る 場 合 に は 、 自 社 の 技 術 を 的 確 に 理 解 し て も ら え る よ う な 連 携 （ 発 明 
提案書や明細書案の提出）も重要です。  

 

出典  「 ビ ジ ネ ス 活性化のため の知的財産活用 」 （ ２ ０ ０ ４ . ８ ）  
 

1 
2 

特 
許 
を 
受 
け 
る 
こ 
と 
が 
で 
き 
な 
い 
発 
明   

特許 を 受け る こ と がで き る 発明 
 

特許法上の発明で あ る か 
 Yes 

No 

産業 と し て実施 で き る か 
 Yes 

No 

新 し いか ど う か 
 Yes 

No 

容易 に 考え 出す こ と が出来 ないか 
 Yes 

No 

先 に 出願 さ れ て いない か ど う か 
 Yes 

No 

公序良俗 に 反す る 発明 で ないか  
 Yes 

No 

明細書等の記載要件 を満足す る か 
 Yes 

No 

●審査の主な判断基準 
 

特 許 で 審 査され るの は、 「 発 明 」 そ の も の の 価 値 で 

な く 、 出願書 類 の う ち 「 特許請 求 の範 囲 」 に 記載 さ れた 

「 発明 」 で す 。  
 以 下 の 審 査 の 主な 判 断 基 準を よ く 考え なが ら 、 出 願 

書類を作 成 し ま し ょ う 。 特 に 、 「 特許 請求 の 範囲 」 は 、 特 

許 権を 取 得 し た 場 合 の 「 権 利 範 囲 」 そ のも の と な り ま 

すの で 、 し っ か り チ ェ ッ ク し ま し ょ う 。  
 

中 小 企 業 の 特 許 出 願 の 場 合、 ８ 割 以 上が弁 理 士を活 

用 し て い る よ う で す 。  
 依 頼 す る 弁 理 士に対 し ては、 権 利を 取 得 し や すいよ 

う に、 「 発 明 」 が 新 し いも の であ っ て （ 新 規 性 ） 、 容 易に 

考 え出 せ な い も の か （ 進 歩 性 ） を 適 切に伝 え る こ と が 

大 切 で す 。 中 小 企 業 の 中には、 「 実 物を 用 い て 弁 理 士 

に説 明 する 」 、 「 自 社 で 記 載 した 『 発 明 提 案 書 』 や 『 明 

細 書 の 案』 を 提 示 し て 技 術 の 理 解を 得 や す く する」 等 

の工夫 を し て い る と こ ろ も あ る よ う で す 。  
 また 、 弁 理 士を 利 用 してい な い 場 合 には、 自 社 で 出 

願 書 類を 作 成 する 必 要が あ り ま す。 既に特 許 と な っ て 

い る 公 報 や 競 合 他 社 の 公 報 等 を Ｉ Ｐ Ｄ Ｌ （ 特 許 電 子 図 書 館 ） 

で参 考 に し た り し なが ら 、 作 成す る こ と も必 要です。 特 

許 明 細 書 の 書 き 方 等に 関 する セ ミ ナ ー や 研 修 も 行 わ 

れ て い ま すの で 、 こ れ を参考 に す る の も よ い で し ょ う 。  
 なお、 ノ ウ ハ ウ と し て保 護 し よ う と す る 技 術があ る 場 

合、 特許出願 書類 の中 に う っ か り と 記載 し た り 漏れ な い 

よ う に 注意す る こ と も 必要 で す 。  
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出 願 書 類 作 成 の テクニ ッ ク  
 

●　 訴訟 を 想定 し て 明細書 を 記載 し て い る 例  
 特 許 出 願 を す る 場 合 、 そ の特 許 を 使 っ て 訴 訟 す る こ 

と を 想 定 し な が ら 明 細 書の書 き 方 を 工 夫 し て 出 願 し 

て い る 。  
 ●　 ク レ ー ム記載方針 を 明確化 し て い る 例  

 出 願 に あ た っ て 大 事 な こ と は 、 と に か く 早 く 出 

す と い う こ と 。 誰 も 手 が け て い な い 分 野 と 思 っ 

て も 、 ま さ に 誰 か が 同 じ 取 り 組 み を 行 っ て い る 

最 中 か も し れ ま せ ん 。 さ ら に 、 出 願 の 際 に 第 １ 

ク レ ー ム は で き る だ け 広 く 、 第 ２ ク レ ー ム 以 下 

でより限定するということを心がけている。  
 ●　 大手 企業 か ら 知識 取得 し て レベ ルア ッ プ し てい 

る 例  
 大 手 メ ー カ ー と 共 同 出 願 を 進 め る う ち に 徐 々  に 

理 解 が 進 む よ う に な っ て い る 。共 同 出 願 の 場 合 は 、 

基 本 的 に 大 手 メ ー カ ー に 手 続 き を 任 せ て い る た 

め 楽 で は あ る が 、 そ の 経 験 を 生 か し て 単 独 で の 

出 願 の 場 合 は 、 同 社 の 技 術 者 が 自 ら Ｉ Ｐ Ｄ Ｌ 等 

を活用して先行調査も行っている。  
 

特 許 出 願 書 類 の 役 割 分 担 の 事 例  
 

●　 簡単な 事前 調査 は 自社で、 あ と は専門家に 依頼 
し て い る 例  

 出 願 に お け る 資 料 、 簡 単 な 事 前 調 査 （ 特 許 電 子 図 

書 館 Ｈ Ｐ 利 用 ） は 自 社 で 取 り 組 ん で い る が 、 出 願 

書 類 を 作 成 す る 際 は 、 内 容 が 専 門 性 を 極 め て い る 

こ と も あ り 、 全 て 弁 理 士 事 務 所 に 対 し て い る 。  
 ●　 自社 と 社外 を 使い分け て い る 例 

 出 願 に 関 す る 作 業 の ８ 割 は 社 内 で 行 っ て お り 、 

弁 理 士 が 必 要 な 局 面 の み 県 外 の 弁 理 士 を 活 用 し 

て い る 。 社 内 対 応 に つ い て は 、 県 知 的 所 有 権 セ 

ンターも活用している。  
 ● 　 弁 理 士 との コ ミ ュ ニケ ー シ ョ ンが 大 切 であ る と 

の経験 を 有 し て い る 例 
 特 許 出 願 に あ た っ て は 弁 理 士 と の コ ミ ュ ニ ケ ー 

シ ョ ン が 大 切 で あ る 。 出 願 の た め 井 先 行 技 術 調 

査 を 行 っ た と き 、 他 社 か ら 類 似 の 出 願 が 既 に 行 

わ れ て い た も の が あ っ た 。 工 場 長 は い っ た ん 出 

願 を あ き ら め た が 、 内 容 を 精 査 し た 弁 理 士 か ら 

出 願 を 勧 め ら れ 、 結 果 と し て 登 録 さ れ た 。 こ の 

と き 出 願 を あ き ら め て い れ ば 、 今 日 の 成 功 は 得 

られていない。  
 ●　 特許出願 は 慣れ る こ と が大切 と 自社で 出願 し て 

い る 例 
 当 初 は 、 産 業 財 産 権 に つ い て の 知 識 も な く 、 出 

願 に お い て 各 文 献 を 読 む こ と に も 苦 労 し た が 、 

現 在 で は ポ イ ン ト を 上 手 く 読 め る よ う に な り 、 

出願の大半を代表自ら行っている。  
 ●　 専門 家のア ド バ イ ス を受け ての出 願 を推奨 し て 

い る 例 
 「自社独自の技術！」と思ったら、まず出願して 

み る こ と だ 。 取 り 組 ん で み な け れ ば ど ん な 結 果 に 

な る か 誰 に も わ か ら な い 。 基 礎 知 識 も な く 取 り 組 

む と 失 敗 す る 可 能 性 も 高 い の で 、 特 許 庁 の Ｈ Ｐ の 

閲 覧 や 、 最 寄 り の 弁 理 士 事 務 所 に 相 談 し て か ら の 

方 が よ い 。  
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第3章 　 知財活動を実践したいのですが？ 
 

審査請求の判断の 基本的考え 方を 学ぼ う ！  
 

その他審査請求の 判断に 
 影響 を及ぼす事項を 確認 しよ う ！  

 

審査請求のタ イ ミ ング は ど のよ う に判断すればよ いですか ？  
 

Q33 

「審査請求」 「無料先行技術調査支援」  
  

 ○ 　 出 願 か ら 審 査 請 求 ま で の 期 限 は ３ 年 間 で す の で 、 そ の 間 に 審 査 請 求 す る か 否 か を 判 断 す る 
ことが必要です。  

 ○ 　 基 本 的 に は 、 自 社 で 実 施 （ 事 業 化 や 製 品 開 発 ） す る か 、 他 社 が 実 施 す る か （ ラ イ セ ン ス や 
特 許 購 入 が 期 待 で き る か ） 、 技 術 の 寿 命 （ 陳 腐 化 ） は ど の 位 か 等 を 評 価 し た 上 で 、 判 断 し て 
いるようです。  

 

　 中小企業 ・ 個人出願人 か ら の 依頼 で 、 審査 請求 前 の 特 
許出願 に つ い て 、 調査 事業 者 が 「無料 」 で 調査 を 行 い 、 調 
査 を 行 う 制 度が あ り ま す 。 調 査 費 用 は特 許 庁が 支 払 う た 
め 費用 の 節約 に つ な が る と と も に 、 権利化 の 可能性 が低 い 
場合 に は 無駄 な 審査請求料 （ 約 ２ ０ 万円） の 節約 に も な り ま 
す 。 本 支 援 制 度 を 活 用後 審 査 請 求 を 行 っ た 出 願の特 許 
率 は 通常 の 約 ５ ０ ％ が 約 ６ ５ ％ と な っ て い る と の デ ー タ も あ り 、 
一度活用 い た だ い て は ど う で し ょ う か ？  

 詳細は → 
 http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/senkou_chousa.htm 

  
 〈 利用 者 の 声 ！ 〉  

 調 査 結 果 に は 「 類 似 」 の出願が あ る こ と が わ か っ た。 し 
か し 、 出願 の 「補正」 を 行 え ば 対応 で き る 内容 で あ っ た 。 審 
査請求前 に 確認 で き て よ か っ た 。  

 

中小企業等特許先行技術調査中小企業等特許先行技術調査  
 支援事業の活用のス支援事業の活用のス ス メ  

 

中小企業等特許先行技術調査 
 支援事業の活用のスス メ  

 
審 査 請 求 の 要 否 判 断 の 例  

 
● 　 社 内 基 準 を 明 確 に し 先 行 技 術 調 査 を 行 っ た 上 
で 判断 し て い る 例 

 審査請求の要否判断は、 「自社が実施中・実施 

予 定 」 、 「 他 社 が 実 施 中 ・ 実 施 予 定 」 、 「 重 要 開 発 

テ ー マ か ら 生 ま れ た 発 明 の 特 許 出 願 」 、 「 特 許 自 

体 が 売 れ る 可 能 性 」 と い う 観 点 か ら 検 討 す る 。 

な お 、 特 許 出 願 時 に は 調 査 で き な か っ た 範 囲 （ 特 

に 、 特 許 出 願 時 に 未 公 開 の 先 願 特 許 ） に つ い て 

先 行 技 術 調 査 を 行 っ て か ら 、 審 査 請 求 の 要 否 判 

断を行っている。  
 ●　 他社の戦略 を 重視 し て い る 例  

 自 社 の 特 許 出 願 に 係 る 発 明 と 同 じ か そ れ に 近 

い 技 術 を 、 他 社 が 実 施 し そ う だ と 判 断 さ れ た 場 

合には、その後すぐに審査請求する。  
 

1 2 

早 期に 権 利 化を目指 すな ら 、 早 期に 審 査 請 求を 行 う 
こ と が必 要で す が、 権 利 化に つ なが ら ない 場 合や 当 該 
発 明を 取 り 巻 く 環 境 （ 技 術 や 市 場 動 向 ） が 大 き く 変 化 
する場 合 も あ り ま す 。 こ の た め 、 全 て の 出 願を 早 期 に 
審 査 請 求 する こ と が 得 策 と は 言 え ませ ん 。 実 際 には、 
特 許 出 願 か ら ３ 年に近 いタ イ ミ ン グ で 審 査 請 求を 行 っ 
て い る ケ ー ス が 最 も 多 く な っ て い ま す 。  

 し か し な が ら 、 中小 企業 に お いて は 、 自社又は 他社で 
事 業 化 を 予 定 し てい る 場 合 に は 、 早 期 の 権 利 化が必要 
と な る ケ ー ス も 少 な く あ り ま せ ん 。 こ の よ う な 場 合 に は 、 
早 期 審 査 制 度 （ Q 3 1 参 照 ） を 活 用 し 、 権 利 化 でき る か 
否 か を早 い段階 で判断 す る こ と も 必要 で す 。  

 なお 、 審 査 請 求 する 時 点 で 、 先 行 特 許 調 査を 再 度 実 
施する こ と も有 効です。 出 願 時に 先 行 特 許 調 査 を 行 っ 
ていても 、 特 許 出 願 時に は公 開さ れていなか っ た 出 願 
も あ り 得 る ため、 こ れ を確認す る こ と が重要 です 。 そ の 
際 、 無 料 の 先 行 技 術 調 査 支 援 制 度を 利 用 する こ と が 、 
費用面の節約 に も つな が り ま す 。  

 

「 自社 又 は他 社 の 事 業 化 状 況 ・ 見 込 み 」 や 「 技 術 ・ 市 

場 の 最 新 動 向 （ 先 行 技 術 調 査 結 果を 含む 。 ） 」 に加え 、 

以 下 の 事 項 も 審 査 請 求 の 判 断 材 料 と し て い る ケ ー ス 

も あ り ま す 。  
 ○ 　 出 願 公 開 の 時 期 ： 特 許 出 願か ら １ 年 ６ 月 経 過す る と 

出 願が公 開さ れ技 術がオー プ ン に な り ま す。 そ の 時 

点 ま で に 審査 請求 し ない と 判断 し て い る 案件 等 に つ 

いては出 願を取 り 下げて、 単に 発 明 内 容が公 開さ れ 

て し ま う こ と を防止 し て い る 企業 も あ り ま す 。  
 ○ 　 審 査 請 求 費 用 ： 審 査 請 求 時に は、 特 許 庁に約 ２ ０ 万 

円 を 支 払 う こ と が必 要です。 こ の ため、 再 度、 費 用 対 

効 果 を 判 断 し て結 論 を 出 し ている 企 業も少な く あ り 

ま せん。  
 　 審 査 請 求 のタ イ ミ ン グ は、 一 律に判 断 でき る も の 

ではあ り ま せ んが 、 少 な く と も、 ① 出 願 時 、 ② 審 査 請 

求 期 限 前 （ ３ 年 ） に おいて 、 判 断 漏 れ の ないよ う な 期 

限の管理 を し ま し ょ う 。  
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　 審 査 請 求 後 、 権 利 化 の必 要 性が低 下 し た 特 許出 願 又 

は先 行 技 術 調 査 に よ り 特 許 性が な い こ と が 判 明 し た 等の 

特 許出 願 に つ い て は 、 審 査 着 手 前 （ 拒 絶 理由通 知 な ど の 

書 類が 出 願 人 等 に到 達 す る 前 ） に 出 願 を 取 下げ 又 は放 

棄 を 行 っ て い た だ け れ ば、 返還 請求 に よ り 納付 し た 審査 請 

求料 の 半額 が 返還 さ れ ま す。  
 詳細：http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/henkan.htm

他 社 が 事 業 化 す る か 否 か の 判 断 は 、 他 社 パ ン 

フレット（展示会） 、他社特許公報に記載された 

内 容 、 他 社 の 発 表 情 報 、 営 業 部 隊 が 得 る 客 先 か 

ら の 情 報 な ど を 入 手 し た 段 階 で 、 逐 次 行 っ て い る 。  
 ●　 全件早期審査 を 原則 と し て い る 例  

 当 社 は 中 小 企 業 な の で 、 特 許 出 願 は 全 件 早 期 

審 査 の 申 請 を 行 っ て い る 。 特 許 査 定 に な る と し 

て も 、 結 論 は 早 い 方 が そ の 後 の 戦 略 が 立 て や す 

いためである。  
 ●　 事業化 と 権利取得可能性 を 重視 し て い る 例  

 審 査 請 求 す る か し な い か の 判 断 は 、 事 業 化 の 

見 通 し が あ る か 、 特 許 が と れ る 見 込 み が 高 い か 

の ２ 点 を 基 準 に お い て い る 。 先 を 読 む の は 非 常 

に 難 し い が 、 企 業 経 営 に お い て は 必 要 な 労 力 で 

あると思うので苦にならない。  
 ●　 審査請求 を 慎重 に 行 っ て い る 例  
 開発した製品については積極的に出願するが、 

途 中 で 取 得 メ リ ッ ト が な く な る 発 明 も あ る こ と 

から審査請求は慎重に行っている。  
 ●　 マ ー ケ ッ ト ニ ー ズ を 重視 し て 審査請求 し て い る 例  

 出 願 し た も の 全 て に つ い て 特 許 権 を 取 得 し よ 

う と す る の で は な く 、 出 願 後 の 販 売 実 績 等 か ら 

実 際 に 売 れ る と 判 断 し た も の だ け に つ い て 審 査 

請 求 を 行 い 特 許 化 す る な ど 、 マ ー ケ ッ ト の ニ ー 

ズ を 最 大 限 考 慮 に 入 れ た 特 許 戦 略 を 採 用 し て い る 。  
 ● 　 出 願 時に 十 分チ ェ ッ ク し ている ため原 則 審 査 請 

求 を 行 っ て い る 例  
 特 許 出 願 す る の は 、 実 用 化 の メ ド が 付 い た も 

の に 限 定 し て い る た め 、 ほ と ん ど の 出 願 に つ い 

て 審 査 請 求 も 行 っ て お り 、 出 願 し た 7 ～ 8 割 は 

権利 化で きて いる 。なお 、売 上げ の 80 ％近 くが 、 

特 許 等 に よ り 保 護 さ れ た 製 品 に よ る も の と な っ 

ている。  
 

審査請求後 に 取下 げ 又 は 放棄 す る場合  
 （ 審査請求料返還制度審査請求料返還制度 ）  

 

審査請求後に 取下げ又は 放棄する場合 
 （ 審査請求料返還制度 ）  
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第3章 　 知財活動を実践したいのですが？ 
 

弁理士 と 相談 してみよ う ！  
 拒絶理由通知が届いた ら その 

 技術につ いて再検討 してみよ う ！  
 

優れた技術だ と 思 っ て審査請求 したのに、 「 拒絶理由通知 」 と  
 い う も のが届き ま した。 ど う 対処すればよ いですか ？  

 

Q34 

「拒絶理由通知」 「補正」 「面接審査」  
  

 ○ 　 「 拒 絶 理 由 通 知 」 は 、 審 査 官 の 最 終 結 論 で は あ り ま せ ん 。 ほ と ん ど の 場 合 に 届 き ま す 。 通 
知書 で指 摘さ れた 既存 技術 と自 分の 発明 との 相違 点を 明確 に説 明す るこ とで 、特 許権 とな る 
場合もあります。  

 ○　出願書類を作成した弁理士ともよく相談しましょう。  
 

拒 絶 理 由 へ の 対 応 が 強 い 特 許 事 務 所 に 
依 頼 し て い る 例  

 
特 許 事 務 所 を 選ぶ判 断 基 準 の一つ と し て 、 特 許 庁 

か ら の拒 絶 理由 への対 応 に 慣 れ て い る 民 間 企 業出身 

の 弁理士 の い る 特許事務所 に 依頼 し て い る 。  
 

面 接 審 査 を 活 用 し て い る 事 例  
 

● 　 特 許 庁 の 審 査 官 と の 面 接 審 査 を 活 用 し て い る が 、 

明 細 書 や 図 面 だ け で は な か な か 理 解 し て も ら え 

な か っ た 発 明 を 、 現 物 を 見 せ る こ と に よ り 納 得 

してもらい、特許査定を受けることが多い。  
 ● 　 出 張 面 接 審 査 は １ 回 経 験 し た こ と が あ り 、 補 

正 案 を 示 唆 し て 頂 き 助 か っ た 。 弁 理 士 か ら も 通 

し た い 案 件 は 面 接 す る よ う ア ド バ イ ス さ れ て い る 。  
 

1 

2 

審 査 官 が 、 特 許 にでき な いと 判 断 した 場 合 には、 そ 

のま ま 最 終 決 定で あ る 拒 絶 査 定を す る も の ではな く 、 

ま ず 拒 絶 理 由 通 知 書を 出 願 人に送 り 、 こ れに 対 す る 出 

願人の意見 を聞 き ま す 。  
 出願 人は 、 通知 書で指摘 さ れた既 存技 術 と 自分の 発 

明 との 相 違 点を 明 確に 示 した 「 意 見 書 」 の 提 出 や 、 特 

許 請 求 の 範 囲 な どの 明 細 書 等を 補 正 すれば拒 絶 理 由 

が解消 さ れ る と い う 場合 に は 手続補 正書 を提出す る 機 

会 が 与え ら れ ま す （※ ） 。  
 ※ 補正と は ？  

 拒 絶 理 由 の 通 知を 受けた 場 合に 、 そ の 拒 絶 理 由を 解 消する ために 、 明 細 
書 等を 補 正 する 必 要が 生 じ る場 合が あ り ま す 。 例えば、 特 許 請 求 の 範 囲 
が広すぎ た場 合に は、 拒絶 理由に 引用さ れた文 献に 記載さ れている 発明 
を 特 許 請 求 の 範 囲 か ら削 除 した り 、 ある い は補 正に よ っ て 引 用 発 明 との 
差異 を明 ら か に し た り し ま す 。 た だ し 、 新規 事項の 追加 は 認め ら れ ま せん。  

  
 中小企業出 願人 の中 に は 、 拒絶理由通 知 が届 いた時 

点で、 あ き ら め る 方も少 な く あ り ま せ んが、 多 く の 出 願 

の 場 合に この よ う な 通 知が届 く もの です。 通 知 書 の 内 

容を よ く 確 認 し ま し ょ う 。 通 知を 受 け た 後 審 査 官 との 

や り と り の結 果 、 特 許 権 と な っ た 例 も 少 な く あ り ま せ ん 。  
 一 方 で 、 自 社 の 技 術 は こ れま でにな く 優 れて いる と 

思 っ てい ても、 こ れが 出 願 書 類に おいて 適 切に表 現さ 

れ て いな か っ た り 、 他社 が 既 に 出願 し て い る 場合 も あ り 

ま す。 出 願 時 点で の 書 類 のチ ェ ッ ク や 特 許 調 査は欠か 

さ な い よ う に し ま し ょ う 。  
 

出 願する 際に 弁 理 士に 依 頼 し た 場 合に は 、 対 応 方 策 

をそ の弁理士の 方 と 相談 し ま し ょ う 。  
 審 査 官 に自 社 の 出 願 や 技 術 等 を 十 分 理 解 しても ら 

いたい場 合 に は 、 審査 官 と 特許 庁や地 方で直接 面談で 

きる 「 （ 出 張 ） 面 接 審 査 」 や 「 テ レ ビ面 接 審 査 」 を 活 用 

す る こ と も 一案 で す 。  
 出張面接審査の詳細は ？ → 
 http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/junkai.htm 

 Ｔ Ｖ 面接審査の詳細は ？ → 
 http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/telesys.htm 
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ま ずは特許料 （ 年金 ） 管理を 行 っ てみよ う ！  
 

権利維持又は権利放棄の判断を し ま し ょ う ！  
 

権利 を維持すべ きか放棄すべきかの判断 は、 いつ 、  
 ど のよ う に行え ばよ いで し ょ う か ？  

 

Q35 

「特許料（年金）管理」 「権利維持」 「権利放棄」  
  

 ○　特許権を維持するには、毎年特許料の支払いが必要です。  
 ○　特許料を管理することで、維持・管理コストの削減につながります。  

 　 　 定 期 的 （ 特 許 料 支 払 い 時 や 引 上 げ 時 （ ４ 年 目 、 ７ 年 目 、 １ ０ 年 目 ） ） に 、 権 利 維 持 す る か 
放棄するかを判断している例が少なくないようです。  

 

権 利 維 持 の 判 断 事 例  
 

企 画 部 門 と 営 業 部 門 を 交 え て 毎 年 維 持 す る 否 か 

検 討 し て い る 。 見 落 と し が な い よ う に チ ェ ッ ク シ 

ー ト を 作 成 し 、 担 当 者 で 検 討 す る 。 自 社 で の 製 品 

製 造 が 終 了 し て も 、 模 倣 品 が 出 回 っ て い る よ う な 

場 合 に は 、 知 的 財 産 部 か ら も 権 利 維 持 の 提 案 を し 

ている。  
 

1 

2 

定 期 的 に 保 有 特 許 の 見 直 し を 実 施 し 、 知 的 財 産 権 の 

維 持 ・ 管 理 コス トの 削 減に 努 め 、 新 た な 発 明 の 出 願 等 

へ の 資 金 と する こ と も 必 要 で す 。 この た め 、 発 明 や 製 

品単位で特許権等の 維持費用が 毎年 ど れ く ら い発生 し 

て い る か を計算 し てみ ま し ょ う 。  
 特許 料は 、 毎年 費用が 発生す る ため毎年 維持すべき 

か を 検 討 し た り 、 特 許 料が変更さ れ る 時 期 （ ４ 年目、 ７ 年 

目、 １ ０ 年 目 ） に維 持につい て 検 討 し てい る 企 業も 少 な 

く あ り ま せん。  
 他 方で 、 特 許 料 の 支 払いを 怠る と 権 利が消 滅 し て し 

ま う こ と と な り ま すの で 、 注意 が 必要 で す 。  
  

  
  
 維 持 費 用 の 結 果に加え 、 「 現 在 の 事 業か ら みて 必 要 

な 権 利 か 」 、 「 将 来 の 事 業 方 針 上 必 要 と な る可 能 性 は 

あ る か 」 、 「 他社に ラ イ セ ン ス し て収 入が見込める か 」 、 

「 権 利自体を 売 却でき る 可 能 性があ る か 」 等を 検 討 す 

る こ と が必要です。 そ の 上で、 特許 権 を維 持す る か、 費 

用対効果 が 得 ら れ な いので あ れ ば 放棄す る か を検討 し 

ま し ょ う 。  
 特許権は 大切な資産 で すの で 、 知的財産部門 のみな 

ら ず事 業部 門や研 究開 発部 門 と よ く 相談 し て判断す る 

こ と が 求め ら れ ま す 。  
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第3章 　 知財活動を実践したいのですが？ 
 

実用新案制度の利用も 
 検討 してみよ う ！  

 

発明 を公知にす る こ と で他社の 
 権利化 を防止 してみよ う ！  
 

自社で特許出願す る余裕はな いのですが、 実用新案権 と して保護 してお きたい場合や 
 他社に権利を と ら れた く ない場合 には、 ど のよ う にすればよ いで し ょ う か ？  
 

Q36 

「 知的財産権制度入門 」   平成19年度  特許庁 よ り  
 

「実用新案権」 「公知化」 「公開技報」  
  

 ○ 　 技 術 的 に 高 度 で は な い 小 発 明 と い う 「 考 案 」 を 保 護 す る 場 合 に は 、 実 用 新 案 登 録 出 願 を 活 
用することが、有効な場合があります。  

 ○　他社が権利化することを防止したい場合には、公開技報を利用する場合もあります。  
 

実 用 新 案 権と特 許 権 を 使 い 分 け て い る 例  
 

実 用 新 案 登 録 出 願 を す る と 出 願 後 に す ぐ に 登 録 

さ れ る の で 、 過 渡 的 な 製 品 に 関 す る 発 明 に つ い て は 、 

積 極 的 に 実 用 新 案 制 度 を 利 用 し て い る 。 過 渡 的 な 

製 品 に 関 す る 発 明 と は 、 例 え ば デ ジ タ ル 製 品 へ 移 

行 し て い る 事 業 分 野 に お け る ア ナ ロ グ 製 品 に 関 す 

る改良発明等である。  
 

1 

2 

実用新案 
 

特許 と 実用新案の違い 
 

保護対象 
 
実体審査 
 

権利の存続期間 
 
権利 に な る ま で 

 
 
 

権利行使 
 
出願件数 
 

 
 

審査官が 審査 
 

出願か ら 20年 
 

 
 

約20万円 
 

排他的権利 
 

年間約40万8千件 
 

物品の考案に 限定 
 

無審査 
 

出願か ら 10年 
 

 
 

約2万円 
 

 
 

年間約1万1千件 
 

物、 方法、 物を 
 生産す る 方法の発明 

 

出願か ら 2 ～3月  
 （不備 のない もの ）  
 

技術評価書を提示して 
 警告した後でなけらば 
 できない 
 

特許出願手数料 
 出　願 

 審査請求 
  
  
 登　録 
 

16,000円 
 168,600円 ＋  

 4,000円 ×  
 請求項数 

 （2,600円 ＋ 200円 
 × 請求項数） ／年 
 （1～3年 ま で）  
 

審査請求か ら  
 平均26月  
 費用 

 （登録か ら 3年分 ）  
 

特　許 
 

実用新案出願手数料 
 出　願 
 登　録 
 

14,000円 
 2,100円 ＋ 100円 

 × 請求項数） ／年 
 （1～3年 ま で）  
 

技術評価書 
 42,000円＋1請求項に 

 つき1,000円 
 

○早期登録制度の採用 
 ○紛争解決は当事者間 で判断 

 ○権利行使は当事者責任 
 

特 許が 高 度 な 技 術 の 「 発 明 」 を 対 象 と し ているのに 

対 し て、 技術 的 に 高度では ない小発 明 と い う 「 考案 」 を 

保 護 する場 合 （ 物 品 の み ） には、 実 用 新 案 登 録 出 願 も 

検 討 し てみる こ と も戦略 の 一つです。 日用品や 生 活 用 

品 と い っ た ち ょ っ と したア イ デ ィ アで ヒ ッ ト商 品 と なる 

可能性のあ る 分野 で は 、 特 に 有効 に 働 き ま す 。  
 中 小 企 業 に と っ て は、 実 用 新 案 権 は、 権 利 登 録まで 

の 特 許 庁に 支 払 う 費 用も約 ２ 万 円で 安 価で あ る こ と も 

あ り 、 特 許よ り も活 用 し や すい 制 度で す。 特に 、 2 0 0 5 

年 4 月 か ら施 行され た 改 正 実 用 新 案 制 度に よ り 、 権 利 

期 間 が 1 0 年 に延 長され た こ と や 、 実 用 新 案 権 登 録 の 

出願 日 か ら 3年以 内 であ れ ば 実用新 案 か ら 特許 へ の変 

更が 可 能 と な っ た こ と か ら 、 実 用 新 案 権 の 活 用を 検 討 

す る 意義 も 増え て い ま す 。  
 実 用 新 案 権 は、 安 価 で 早 期に権 利 付 与される 反 面 、 

模 倣 品を み つ け て そ の 事 業 者に対 し警 告 等 権 利 行 使 

を し よ う と 思 う 場合に は 、 特許 庁 に 対 し 「 実用 新案 技術 

評 価 書 （ 約 5 万 円 ） 」 を 請 求 し こ れ を 示 し た 上で行わね 

ば な ら な い点 に は 留意 し ま し ょ う 。  
 

自社に と っ て 独 占 権を 取 得 ・ 維 持 する 必 要が ない も 

の の 、 他 社 が 権 利 化 する こ と を 防 止 する場 合 には、 公 

開 技 報 （ ※ ） を 利 用 し て 意 図 的に技 術を 公 知に し ている 

例 も あ り ま す 。  
 特許 を出願 し 技術 を公開 し 審査請求 を行わ な い こ と 

も 公知 化の手 法の一 つ で す が 、 公開 技報 を利 用 す る と 、 

特許出願料 よ り 安 く 、 特許公開 よ り 早 く 公開 で き 、 ま た、 

公 開 の 時か ら 公 知 資 料 と なる ため、 他 社 の 権 利 化 を 阻 

止でき る 範 囲が 広 く な り ま す。 た だ し 、 後に 、 そ の 発 明 

に つ いて 特 許 権を 取 得 し たい と 思 っ ても、 例 外 的 な 場 

合 を除 き 不可能 と な り ま す 。  
 ＜※参考＞ 公開技報 と は  

 公 開 技 報 と は、 他 人に よ る 権 利 化は 困る が自 らは権利 化をする ま でもな 
い と 考え る 発 明 内 容を 一 般に公表する ため の 刊 行 物です 。 なお、 社 団 法 
人 発 明 協 会 か ら発 行される も の で 同 協 会 のホ ー ム ペ ージ に て 書 誌 的 事 
項検索で き る 他、 特許庁 特許電 子図書 館 に て公報番 号で検索が可能 と な 
っ てい ま す。  
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